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平成21年７月11日

大臣官房政策課

食料・農業・農村政策審議会企画部会（第１１回） 議事概要

１．日 時：平成21年７月２日（木）15:00～17:00

２．場 所：農林水産省第２特別会議室

３．出席者：別紙のとおり

４．概 要：当方より資料説明後、委員と意見交換

【農業の持続的発展に関する施策の整理（その２）について】

○茂木委員

・担い手・農地対策に関するＪＡグループとしての取り組みを紹介したい。

・担い手・農地対策の取り組み針の策定と推進についてですが、先日、成立した農

地法関連法案は、我が国の農地を最大限かつ効率的に活用することを基本として

おり評価したい。

・しかし、担い手・農地対策に関する、あるＪＡの組合員調査によると、規模拡大

より規模縮小または農業を辞めたい意向を持つ組合委員が極めて多いのが実態で

ある。このように、担い手への対応は、全国で深刻な問題となっている。

・また、農地保有合理化事業では、賃借事業の６割をＪＡが実施し、農地の集積・

、 、利用調整に貢献しているが 取り組みＪＡ数は全国の４割程度にとどまっており

さらなる取り組みが必要と認識している。

・このような担い手・農地に関する課題に対処するために、ＪＡは７月に「農地制

度改革に対応したＪＡグループの取り組み方針」を決定し、組織をあげて全力で

取り組むとして、すべてのＪＡで「農地利用長期ビジョン」を策定し、ＪＡが農

地利用集積円滑化団体となって、農地の面的集約に取り組むことを提起した。

・また、担い手には、農業経営管理への支援、現場まで出向いた渉外活動を実施す

るなどの営農支援を強化する方向である。担い手が不足する地域では、ＪＡ出資

型法人の設立やＪＡ本体で農業経営をおこなうことを検討している。

・これらの取り組みには、行政を始めとする関係団体との連携が不可欠である。

特に、農地集積の推進体制の整備・強化や事務費の負担、担い手の確保・育成対

策、担い手がいない農地の保全管理などに対する支援が重要である。

・ＪＡによる耕作放棄地対策についてですが、耕作放棄地の問題は、生産現場から

見れば、高齢化や労働力不足のみならず、所得のあがらない条件不利地が多いの

が発生原因。面的集積や有効利用がなかなかすすまない。

・耕作放棄地の解消には、ＪＡが役割を発揮することがポイントである。私の地元

でも５年前に地域の耕作放棄地を引き受けるため、ＪＡ出資法人を立ち上げて取

り組んでいるが、もともと条件不利地であり、初年度から経営として成り立たな

い状態である。しかし、このような取り組みが、地域を守る上で、ＪＡの重要な

役割と認識している。

・農地の利用集積についてですが、農地情報の共有化が不可欠である。

・現場で農地の集積・利用調整に取り組んでいるなかで、大きな問題は、農地情報

の共有化である。しかし、農地に関する情報は、市町村、農業委員会、土地改良

区等の関係機関がバラバラに情報を保有している。

・農地情報を共有化しようにも、個人情報保護法などの制約もあり、かつ情報共有

、 。 、化の推進費用や情報保管の費用がかかることから なかなか進まない このため
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情報整備や情報更新にかかる支援、農地台帳の整備など、農地情報の共有化に向

けたさらなる支援が必要である。

・最後にになりますが、ＪＡグループは、食料自給率の向上に向け、担い手の確保

、 。 、・育成をはかり 農地をフル活用することが重要な課題と認識している そして

地域農業の維持・振興に向けた役割を発揮していきたいので、引き続き、支援を

お願いしたい。

○荒蒔委員

・茂木委員に質問。ＪＡが農業経営にチャレンジすることになったが、５年後の目

標やゴールイメージはあるのか。

○茂木委員

・法人を立ち上げる際に５年間のシミュレーションを行った。黒字になる保証はな

く、総会でも反対された。残念ながら５年後黒字になっていない。 厳しい現状

であるが、取り組みを続けていくことが大切と考えている。

○荒蒔委員

・取り組み全てが５年後に採算が取れなかったのか。

○茂木委員

・中山間でも条件が良いところは担い手が受入れる余地があるが、受け手のいない

条件不利地をＪＡが引き受けていることもあり、収支がついていっていない。少

なくとも収支をとんとんまで持っていきたいと考えており努力している。

○藤岡委員

・４－１、４－２の資料は （新計画に対して）日本農業法人協会の意見を取りま、

とめたものです。

・保護育成する担い手、経営体はきちんと育成すべき。

・この１５年間で主業農家数が半減し、新規就農者もそんなに増えておらず、個人

就農より農業法人形態に就職している就農している現状は今後も続くと思われ

る。今の農業経済状況、低価格時代では、自分で新たに就農することはハードル

が高い。今後も法人に就職する数が増えていくことが想定されることから、法人

に対する農業施策のあり方を検討しないと若い人の就農が増えていかない。

。 、・法人協会は設立１０年になる 当初法人経営は地域において点の存在であったが

１０年経過し、規模も拡大し、点から面への活動へ地域の核になる存在となって

きており、法人がだめになると地域もだめになる。地域の環境、雇用体制を守る

意味から新たな支援の検討が必要。

・農家も様々な形態があるので、認定農家以外も支援対象とするような踏み込んだ

施策が必要。

○平田委員

・今回の資料は農業の現状分析が細部までされており、今後の政策に関する議論の

良い参考になる。

・ＯＥＣＤ、ＦＡＯは今後１０年で３０％食料を増産しないと地球規模ではやって

いけないといっている。２０３０年では４０％、２０５０年では７０％必要な食
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料が増加する。現状でそれに対応していけるのか。不十分ではないか。

・資料を見ると担い手が増えていない。更なる充実した農業施策が必要。若い担い

手の確保は緊急の課題である。農業に興味のある若い人は多いが、担い手として

定着しないのは、安定した所得がえられる保証がないからである。融資制度は充

実しているが、農業での利益がないことから資金を借りても返していける保証が

ない。利益の上がる農業が出来ていないと担い手は育たない。今までは損をしな

い程度の農業施策であり、利益があがるまでに至っていない。

・ドイツ大使館と打ちあわせをした際に日本の今後の農業をどうするべきか聞いて

みた。農地の集積と技術の伝承を進めるべきといわれた。今、技術の伝承をして

おかないと若い人も育たないし、技術も伝承されない。

・耕作放棄地対策は条件不利地と土地持ち非農家対策が重要。国が１００％整備し

て担い手にリースするようなシステムの構築が必要。

・環境政策としての水田は生物多様性の観点から重要。水田には約６１００種の生

物がすんでいる。多面的価値は８兆円程度になる。

・オフセットクレジットの取り組みや資源をもっと活用できるようなツーリズムへ

の支援策を検討すべき。マレーシアでは自国の資源を使ったツーリズムの体制が

できあがっている。そういう点で日本はまだまだ未成熟である。農山漁村の美し

い環境を活用することは観光、環境面からも必要。

○鈴木部会長

・先日の現地調査においても生産者からも所得の下落、安定した所得が得られない

という意見があったが、所得の下落、不安定性についてＰ16の水田・畑作経営所

得安定対策はアンケートでも非常に評判がいいとのことだが、平田委員はどう評

価しているのか。

○平田委員

・水田・畜産中心の施策であり、そこに手厚い施策であると思う。水田以外の畑作

や果樹に対しては不十分である。施策が生産費までの対象の補助であり、農家所

得を考えていない。施策の中に反映されておらず、そこが問題。

・多面的農業形態のように生産だけでなく、販売、企画による農業経営ができなけ

れば儲けられない。どうやって利益をあげていくかを考えていく。補正予算によ

る農の雇用事業などを活用し、生産者だけでなく、経営ノウハウを持った人材を

育成することにより利益をあげていくことが必要。

【法人経営・耕作放棄地について（茂木委員、藤岡委員、平田委員 】）

○高橋経営局長

・これまで農業の担い手は家業の継承者が多かった。そういう状況で昭和１桁生ま

れの人達が農業生産の中心におり、今もその構造があまり変わっていないが、今

後はこの構造が急速に変わると認識している。

・きちんとした経営体をつくる施策を行ってきた。経営安定対策は法人化が最終目

的ではなく、法人化の次にどう永続していくのか、どうすれば農業を続けていけ

るかに対する対策である。

・認定農業者は、担い手を幅広くすくい上げて支援する仕組み。意欲がある農家は

チャレンジできるようにするもの。ハードルは高くない。

・しかし、様々な担い手がいる中で、認定農業者に対する一律の施策展開では次の
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展開に間に合わない。どのような対策を講ずるべきかは今後議論しながら進めて

いく。

・農地や耕作放棄地は地域によって状況が異なる。法律の改正、予算支援措置を講

じたが、中山間地域と平場では状況が異なる。どのように対応していくのか。中

山間の地域資源との関係や平場における集積と地域の実績を参考にして対応して

いく。

○吉村農村振興局長

・耕作放棄地に関する対策は、未然に発生を防止することと解消である。発生を防

止するための対策としては、中山間直接支払制度は非常に現場に評判が良いが、

高齢化が進み、担い手がいなくなっている現状ではこのままでいいのか検討課題

となっている。

・耕作放棄地になってしまったところを元の農地に戻すには経費も時間もかかる。

まだ少し手をかければ農地に戻りそうなところについて、優先的に農地に戻して

作付けする。合わせてその農地の受け手の対策を講じる。また、耕作放棄解消地

に何を作るのか。地域全体として取り組む必要がある。

・国費１００％での耕作放棄地解消対策のご意見があった。現在の支援策において

は１００％補助によるものはないが、解消後の土作りなどに関しては１００％で

対応できる事業もあるので、地域の方の理解を得ながら進めていく。

【農業所得の増大について】

○針原総括審議官

・委員の皆さんがおっしゃるとおり、農業生産による利益が確保出来ていないこと

から農業所得が増えていない。人材育成には生産技術だけでなく、経営技術も必

要という意見には同感。農政は食料供給を中心に考えているが、米なら何万トン

出来ると言うことに着眼して進めてきた。そのなかで販売高は１１兆円から８兆

円に減少し、農業所得（利益）は６．１兆円から３．４兆円に半減している。こ

れからコストを引いた額が手取りになるわけで、この現状では若い人が農業に定

着はしない。時給が７００円から１０００円で、家庭を持ち、家族を養っていけ

る、一生が描けるような状況になっていなければ無理。

・Ｐ（価格）×Ｑ（数量）－Ｃ（コスト）＝利益であるが、利益を示す個々の材料

を明確にしながら施策を検討し、ばらばらに行われている施策をとりまとめるな

どいろいろな取組が重要。

・そのために国は何をするのか。どういう施策を打つべきか、産業施策としての施

策、地域施、環境を守る施策といろいろある。産業施策は補助金で所得をカバー

することになるが、この体制には限界があるため、マーケットの変動を緩和した

り、条件不利を補正する対策などが重点となるセーフティネットを整備する。利

益補てんの補助は難しいので直接販売の条件整備や単価をあげるためにどうする

か。条件整備や人材育成が必要となる。

・環境を守る施策はどう評価するか。国民の理解を得ながらどう評価されるかを考

えながら対応しなければならない。

・所得に関しては来年３月まで中心的な議論になるところである。

○藤岡委員

・耕作放棄地に関しては、既に４０万ｈａあり、耕作する人がいなくて、若い就農
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者もいない。１５年間で農家の所得は半減している現状をみれば、今までの農業

施策が失敗だったのではないか。そこを正直に認めるべきではないか。

・耕作放棄地は農地に戻すことが難しいある一定程度のものは山に戻す。分母（農

地）から削除するような検討をすべき。法的措置で地元の農業委員会が指導監督

をすることになっているが、地主相手に個人の農家を勧告して耕作させるのはか

なり難しい。採算が取れないと判断され、耕作放棄地になっているところを農地

に復帰させないのは正しい。鳥獣被害にさらされながら耕作する人がなく、荒れ

ている土地を農地に戻す努力をどこまでするのか。そういうところの耕作放棄地

解消の予算を別の施策に回すべき。耕作放棄地を全て解消することは限りなく難

しいことから、ある一定の線を引いて、見切りをつけることも必要だ。

○深川委員

、 、 。・耕作放棄地は コストを考えた場合 あえて農地に返す必要はないのではないか

・産業としての農業と、環境・国土保全の観点は、国民のコンセンサスを得る上で

も、切り離して考えるべき。

・経営を多角化する場合、水田と畑の両方をやると思うが、その場合、農地集積す

ると問題が生じることはないか。

・マレーシアは美しい風景を作るのに外人がやっている。日本もお金をかければ出

来るが、簡単ではないだろう。国民の負担への理解を得ていくには、まず、国土

保全と農業を切り分けることからだろう。

○平田委員

・東南アジアの食料確保と日本の食料確保は同じレベルで考えるべきではない。

・耕作放棄地の解消は、地域に土建業者がいるので、ブルで押せばいとも簡単にで

きる。やる気になれば難しくない。

・日本が国際的な信頼関係の上でも、海外に６０％も依存していて良いのかという

ことは感じる。

○茂木委員

・我々ＪＡは、中山間地の平場の遊休地を守らなければならないと考えている。耕

作放棄地の虫食いを作っては農業はやれない。ただ、中山間地の全ての農地を守

るのは が介入しても無理である。JA
・建設業者はバブル崩壊の時代にだいぶ農業に参入してきたが、すべて撤退した。

・我々の農業法人も、相場が読めないからシミュレーションができない。

・一頃前の生産費原価は今と全然違う。野菜一つをとっても、安全安心を守るため

に検査機械を入れている。その検査の機械、人件費でコストがかかり、販売単価

は上がらないが、生産原価は上がってくるのでますます収入が減っている。全部

の農地を守れるわけではないが、一定のところは守りたい、というのが の考JA
え。

○森野委員

・南さつま市の干拓地で耕作放棄地があるなかで、一箇所だけ綺麗ならっきょう畑

があった。これは特区で建設業者がやっているということだった。儲かっている

のかどうか、ということでは仕事があるだけよい、というのが実情なのかもしれ

ない。
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・言いたかったのは、耕作放棄地を税金使って国土環境保全のために活用すべきだ

というよりも、景観・環境が良いところは健全な耕作がされているところである

と痛感している。やはり何よりも健全な農業経営を主眼に考えるべき。

・雇用される、就農する若い人が増えてきたということだが、それは積極的に受け

入れるべき。経営をやることに向いている人間もいるが、経営よりもサラリーマ

ンをやった方が楽だという若い人がはるかに多い。経営は任せて労役を提供する

という、そういう割り切りで参入してくる人も戦力として受け入れるべき。

○松本委員

・ｐ１０について、農業生産での収入は赤字なのに、兼業収入で埋めている者をど

うするかというのは何十年来の課題。学者に言わせると極めて不可解とのこと。

これを分析する必要がある。例えば中山間などの地帯別の仕分けなどをやったら

どうか。

、 。・このままでは産業としても地域としても 若い世代が縮んでいくので未来がない

若い世代の確保対策に果敢な手を打つことが必要。今般、農の雇用事業という果

敢な手を打ったが、是非次年度以降の政策本体にインプットして欲しい。

・若者を確保することに対して、農業界に残ってもらうため、国民の理解の下に、

相当思い切った財政支援を創造するときだと思う。数十年前のフランスなどはそ

ういう体制を作って農業立国を作ったと聞いている。

・現実の問題として、立派な経営であっても後継を確保できなかった場合に、次の

世代にどうつなげるかという課題がある。新規就農への融資といったレベルでは

納まらなくて、大変な経営資産が形成されているので、これを次の新規の経営者

にどうつなげていくか、コストとして大きな宿題が残っていると聞いている。ｐ

２０滋賀県の事例があるが、こういうところに光をあてて、大胆な施策を打つと

きでないか。

○荒蒔委員

・総括審議官から来年３月に大綱というか、これからの進む道を示していくという

話があったが、非常に大事なことだと思う。食料確保・環境などマクロの議論と

個々の農業をどうするかというミクロの議論が頻繁にスイッチしているというの

が反省でもある。どういうところにどういう政策を打つかという、基本的考え方

をまとめるのが大事。

、 、 、・農業には経営をどうする 資金をどうするなど いくつかのエレメントがあるが

こうしたらうまくいく、というのを示すべきである。誰が示すかというのはある

が、私は に期待している。JA
・若手が入ってこないのは農業だけではない。農業だけが特殊な状況ではない。農

業というビジネスも努力すれば出来る、という例を示せば力がついてくる。

・今後、大綱というか、筋の通ったアウトプットを出すべき。

○岡本委員（代読）

・次世代につながる人材育成が必要であると考える。農業をなりわいとする人を優

先的に育てていくためにどのような施策を講ずるべきなのか。施策の対象を経営

体別、農業・農村・農業の機能別に区別し、今後の農業を担っていく人達に重点

的に支援するようなメリハリをつけた施策・対策の検討が必要である。

・農地転用が多いことに驚いている。日本の食を守るために、農地をきちんと守っ
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てもらいたい。また、鳥獣害の被害を誘発する耕作放棄地の解消を積極的に進め

て欲しい。そのためにも現場の意見をよく聞く機会を設け、 年 年先ではな5 10
く、国だからこそ 年先の将来を見据えるような農業施策を検討していく必要50
があると思う。

・今回の資料を見ても、農業は施策や融資の面で他の産業よりも優遇されている感

がある。基盤整備に関してもどのくらい必要なのか。農業関連に国民が 人あ1
たりいくら投じているのか示すことも必要ではないか。

○玉沖委員（代読）

・以前から不景気には地方に人が流れ、第１次産業に就農する人が多くなる傾向が

ある。農業会議所が始めたファーマーズフェアは効果的であり、実際に新規就農

者を増やした実績があると思っている。また、農業法人で研修生を育成する体制

は農業を担う人材を育成する上で効果があり、実践力につながっている。しかし

現状では、まだまだ安心して研修生を受け入れられる体制になっておらず、研修

生の受け入れ先が相談できるところも確保されていないなど課題が多いと思われ

る。一番の課題は研修生の人件費の確保である。そこで、研修生の人件費の補助

に力点をおいて国の施策を検討していただけないか。農業法人で研修した研修生

が地域でコミュニケーションを取りながら活躍していくことが地域活性化につな

がると思っている。

・国の施策を活用して地域は加工品や産品開発などの物作りを 進めてきたが、今

は作った物がすべてヒットするわけではない。何を作るのかが重要であり、売れ

る物への目利きが重要である。地域の目線の全体をあげ、何を作るのかを考える

ための施策の検討が必要であると考える。

・農業が産業として存在しない地域でも観光などを通じて消費地にはなる。実際、

地方にはコーディネートする機能が不足しており、地域活性に閉塞感があるのが

現実である。今、私が手がけているのは草津温泉での野菜のスイーツプロジェク

トであるが、これはまさに農業が産業として存在していない地域において、消費

地という立場を上手く利用して農産物の活用を進めている取組である。

・小さなコミュニティの中でもフードチェーンが成立しうる。まずは地域内を見直

すとともに、コーディネーターを育成し、地域活性化につなげるような施策の検

討をお願いする。

○吉村農村振興局長

・ｐ２５の耕作放棄地について、森林原野化したものは農外利用としているが、割

り切って良いのか悩んでいるところが実態。どこで線を引くかということは難し

い。緑の部分は下に行かないようになんとか復旧し、耕作につなげていきたい。

・その際、どういう受け手に渡していくかということが重要だが、こうした取組事

例は 、建設業者が取り組んでいる事例もある。今回の農地法改正で色々な受JA
け手が可能となるので、これらも活かして取り組んでいきたい。

・国土保全と農業を切り離すという意見があるが、生産を継続することによってそ

うした国土保全等の多面的機能を果たしているという考えもある。現状基本法で

は基本的には後者の考えである。しかし、環境・国土保全を直接支援するかどう

かは非常に大きな議論だと認識している。

・岡本委員から基盤整備をどのくらいやるかという話があったが、昨年とりまとめ

た土地改良長期計画で、どの程度やるかを明確にしている。
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○高橋経営局長

・深川委員からの経営複合化関連の質問だが、確かに複合化という方向性はある。

米と野菜、果樹と水田、という複合経営があるが、通常は、４０ｈａのうち２５

ｈａ米、１０ｈａ麦大豆、そのほか野菜、というくらいの比率である。野菜は通

常は、労働集約的であり、沢山の面積はできない。一方、米などの穀物をやる場

合は、現状の分散錯圃では移動時間が長くなってしまうので、写真のような事例

では農作業の効率化は限界にきておりこれ以上広げられない。現実、都府県では

このような状況になっているところも多いので、何とかしたい。

・経営が赤字でも残っている農家がいるのはなぜかという質問だが、トラクターを

走らせるのが気持ちがよい、医者いらずという人もおり、機械の償却費などを見

ずに、現金の収支だけを見てトントンだったらいいんだという人も多い。そうい

った人は赤字だから直ちにやめるという状況にはない。しかしそれも限界がある

だろう。

・ｐ７で、これまでは経営者と従事者は今までは一体だったが、現実はそうならな

くなってきている。生産部門のプロと経営部門のプロは一人に集約するというわ

けにもいかなくなるのではないか。法人で役割分担するのも大事であるし、法人

の永続という観点でも後継者をどう育てていくかは課題である。農家子弟の場合

でも大学卒業してすぐに後を次がなくても、機械メーカーに入って機械の勉強を

したり、ＪＡに入って苦情対応したりなど、という経験をしてから農業をする、

という方法もあり、様々なルートがある。

○鈴木部会長

・深川委員の産業政策と地域政策を分けるという考えは重要な指摘である。

・荒蒔委員の基本的考え方を示すという指摘もしっかり受け止めて、はっきり出し

ていただくようお願いしたい。

（現地視察報告）

（特命チーム資料説明）

○鈴木部会長

・特命チームでは、次回の企画部会で議論する食料自給率の話でかなり踏み込んで

書いているので、是非読んでおいていただきたい。

・もう一つ、農山漁村対策ということでは、地域マネジメント法人を支援するとい

う、具体的な提案が出てきている。

・このあたりでは企画部会でもどうすべきか皆様の意見が重要であるので是非お考

えいただきたい。

（以 上）
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